
広
島
県
告
示
第
七
百
一
号

建
築
物
の
安
全
性
の
確
保
を
図
る
た
め
の
建
築
基
準
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律

第
九
十
二
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
法
に
よ
る
改
正
後
の
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十

五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
と
お
り
指
定
構
造
計
算
適
合
性

判
定
機
関
を
指
定
し
た
。

　
　

平
成
十
九
年
六
月
十
八
日

広
島
県
知
事  

藤　
　

田　
　

雄　
　

山

一　

指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
の
名
称
及
び
住
所

１　

名
称

日
本
Ｅ
Ｒ
Ｉ
株
式
会
社

２　

住
所

東
京
都
港
区
赤
坂
八
丁
目
五
番
二
六
号

二　

構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
業
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地

東
京
都
港
区
赤
坂
八
丁
目
一
〇
番
二
四
号

三　

構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
業
務
の
開
始
の
日

平
成
十
九
年
六
月
二
十
日


